
　
5
月
に
後

期
高
齢
者
の

仲
間
入
り
、

早
速
4
月
に

運
転
免
許
の
講
習
会
（
認
知
症

も
）。
今
も
安
全
装
置
が
な
い

18
年
も
の
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
車

「
Ｚ
」
に
乗
っ
て
い
る
。
愛
着

が
あ
り
も
う
少
し
運
転
し
た
い

（
我
儘
）
▼
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求

を
2
月
か
ら
開
始
。
後
期
高
齢

者
に
な
る
身
に
は
難
行
苦
行
で

あ
る
。
し
か
も
持
参
・
郵
送
す

べ
き
書
類
が
あ
る
。
費
用
と
手

間
が
無
駄
に
思
え
て
な
ら
な

い
。
ス
ム
ー
ス
な
世
代
交
代
の

た
め
に
電
子
カ
ル
テ
導
入
、
院

外
処
方
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
、
ス

タ
ッ
フ
対
策
等
難
題
が
山
積

み
。
胸
で
は
な
く
頭
が
痛
い
▼

竹
内
ま
り
や
の
ラ
イ
ブ
へ
行
き

た
か
っ
た
！　

落
選
3
回
。

「
家
に
帰
ろ
う
」
で
は
「
見
飽

き
た
あ
な
た
で
も
…
一
度
は
信

じ
合
え
た
二
人
な
ら
心
帰
る
場

所
は
一
つ
…
」
と
歌
っ
て
い

る
。
身
に
つ
ま
さ
れ
る
。
ジ
ュ

リ
ー
の
ラ
イ
ブ
は
行
く
ぞ
！
▼

医
界
寸
評
を
書
き
（
1
9
9
5

年
9
月
11
日
号
〜
）
今
年
で
30

年
に
な
る
（
よ
く
書
い
た
、
自

分
で
感
心
）。「
継
続
は
力
な

り
」
と
言
う
が
、
長
続
き
し
た

の
は
①
人
生
②
仕
事
③
フ
ァ
ン

歴
（
ビ
ー
ト
ル
ズ
、
拓
郎
）
④

結
婚
⑤
医
界
寸
評
…
く
ら
い

か
？　
保
険
医
協
会
の
歴
代
担

当
者
の
執
筆
依
頼
の
定
期
便
の

賜
物
で
あ
る
。
上
梓
も
で
き

た
。「
ロ
ー
マ
は
一
日
に
し
て

成
ら
ず
」「
石
の
上
に
も
三
年
」

「
雨
垂
れ
石
を
穿
つ
」。
長
続
き

可
能
な
理
由
は
「
好
き
」「
我

慢
・
忍
耐
」「
強
要
（
締
切
）」

「
目
標
・
達
成
感
」
等
だ
ろ
う

か
。
人
生
は
「
流
れ
星
」「
一

人
芝
居
」「
浮
浪
雲
」「
め
ぐ
る

め
ぐ
る
」
の
で
あ
る
。 （
励
無
）

　
誰
し
も
忘
れ
ら

れ
な
い
幼
児
体
験

の
記
憶
が
あ
る
と

思
う
が
、
小
生
に

と
っ
て
は
幼
い
頃

読
ん
だ
童
話
『
幸

せ
の
王
子
』（
オ
ス
カ
ー
・
ワ

イ
ル
ド
著
）
が
ま
さ
に
そ
れ
で

あ
る
。
あ
ま
り
に
も
有
名
な
傑

作
で
あ
る
た
め
あ
ら
す
じ
は
述

べ
な
い
が
、
読
了
し
た
瞬
間
胸

に
込
み
上
が
っ
て
き
た
感
動
は

今
も
な
お
鮮
明
で
あ
る
。

　
こ
の
話
の
モ
チ
ー
フ
は
悩
み

苦
し
む
人
々
へ
手
を
差
し
伸

べ
、
そ
れ
を
自
ら
の
幸
せ
と
感

じ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

ま
さ
し
く
病
め
る
人
に
対
峙
す

る
全
て
の
医
療
人
の
心
と
相
通

じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
紛
れ
も
な
く
、
こ

の
記
憶
が
自
ら
医
療
の
仕
事
を

目
指
す
き
っ
か
け
と
な
り
、
今

で
も
自
ら
を
鼓
舞
す
る
心
の
原

動
力
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な

い
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
医
療
行
為

や
そ
れ
を
支
え
る
た
め
の
諸
運

動
は
忍
耐
と
多
分
の
自
己
犠
牲

の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
僭

越
な
が
ら
保
険
医
協
会
活
動
も

そ
の
一
つ
と
捉
え
て
い
た
だ
け

た
ら
幸
せ
で
あ
る
が
、
安
楽
保

身
主
義
や
金
銭
対
価
の
見
返
り

を
第
一
と
考
え
る
最
近
の
一
部

風
潮
は
真
逆
の
方
向
と
思
料
す

る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
医
療
人
の

プ
ラ
イ
ド
と
自
負
心
を
打
ち
砕

く
よ
う
な
事
象
が
昨
今
あ
ま
り

に
多
過
ぎ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
混

乱
期
の
資
料
を
基
に
診
療
所
が

儲
け
過
ぎ
て
い
る
と
の
論
調
を

は
じ
め
、
診
療
報
酬
の
改
定
の

た
び
、
医
業
経
営
は
理
不
尽
に

も
ひ
た
す
ら
締
め
付
け
ら
れ
続

け
て
い
る
。
し
か
も
新
年
度
政

府
予
算
の
骨
子
中
に
某
政
党
の

主
張
で
あ
る
社
会
保
障
費
4
兆

円
削
減
に
向
け
て
、
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類

似
薬
の
保
険
外
し
等
が
議
論
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
が
本
当
に
実
施
さ
れ
る
と
医

療
機
関
は
大
打
撃
を
受
け
る
こ

と
に
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は

多
数
の
閉
院
を
余
儀
な
く
さ
れ

る
恐
れ
が
あ
る
。

　
ど
の
よ
う
な
高
邁
な
心
得
が

あ
っ
て
も
、
生
活
苦
に
喘
ぐ
毎

日
で
は
病
め
る
人
々
を
救
う
心

が
折
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
誰
が

責
め
ら
れ
よ
う
か
。

　
我
が
国
の
医
療
制
度
は
今
ま

さ
に
分
岐
点
に
立
っ
て
い
る
と

実
感
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

る
。

　
「
幸
せ
の
王
子
と
燕
の
心
」

を
失
い
た
く
な
い
と
思
う
日
々

で
あ
る
。

　
全
国
保
険
医
団
体
連
合
会
は
3
月
13
日
、
全
国
の
保
険
医
協
会
・
医
会
に
呼
び
掛

け
国
会
行
動
を
実
施
し
た
。「
い
の
ち
を
ま
も
れ
！
白
衣
の
ア
ピ
ー
ル
行
動
」
を
衆

議
院
第
二
議
員
会
館
前
で
行
い
、
高
額
療
養
費
制
度
の
自
己
負
担
上
限
の
引
き
上
げ

の
白
紙
撤
回
に
向
け
、
患
者
、
医
師
・
歯
科
医
師
が
思
い
を
訴
え
た
。
国
会
議
員
9

人
か
ら
の
激
励
も
あ
っ
た
。
京
都
協
会
か
ら
は
事
務
局
が
参
加
。
与
野
党
問
わ
ず
京

都
選
出
の
全
国
会
議
員
の
事
務
所
を
訪
問
し
、
医
療
法
改
正
法
案
に
対
す
る
見
解
、

高
額
療
養
費
制
度
改
正
見
直
し
へ
の
会
員
署
名
、
先
発
医
薬
品
（
長
期
収
載
品
）
の

選
定
療
養
の
状
況
の
会
員
ア
ン
ケ
ー
ト
を
手
渡
し
て
要
請
し
た
。
当
日
は
福
山
哲
郎

参
議
院
議
員
、
堀
川
朗
子
衆
議
院
議
員
、
倉
林
明
子
参
議
院
議
員
と
面
談
し
た
。

病
む
人
を
救
う
心
が
折
れ
ぬ
よ
う

　
京
都
府
保
険
医
協
会
代
議

員
会
の
議
長
、
副
議
長
は
、

25
年
4
月
30
日
で
任
期
（
2

年
）
が
終
了
し
ま
す
。
任
期

終
了
に
あ
た
り
新
代
議
員
か

ら
議
長
、
副
議
長
を
選
出
し

ま
す
。
規
約
第
19
条
お
よ
び

選
出
内
規
に
よ
り
、
次
の
要

領
で
行
い
ま
す
。

　
▽
公
示
＝
4
月
10
日（
木
）

　
▽
立
候
補
締
切
日
時
＝
4

月
21
日
（
月
）
16
時

　
▽
選
挙
す
る
役
職
名
＝
代

議
員
会
議
長
1
人
、
副
議
長

1
人

　
▽
任
期
＝
2
カ
年
：
25
年

5
月
1
日
〜
27
年
4
月
30
日

　
▽
選
挙
日
程
・
場
所
＝
5

月
15
日
（
木
）
14
時
15
分
か

ら
、
登
録
会
館
（
烏
丸
御

池
）
に
て
第
2
0
9
回
臨
時

代
議
員
会
を
開
催
し
選
挙
を

行
い
ま
す
。

　
※
選
出
内
規
第
16
条
に
よ

り
、
立
候
補
届
出
の
あ
っ
た

候
補
者
が
定
数
以
内
の
時
は

投
票
を
行
わ
ず
、
京
都
府
保

険
医
協
会
代
議
員
会
議
長
が

候
補
者
を
も
っ
て
当
選
人
と

決
定
し
ま
す
。

　
▽
立
候
補
届
出
方
法
＝
立

候
補
届
出
書
は
協
会
の
所
定

の
様
式
を
使
用
し
、
所
定
の

候
補
者
経
歴
表
を
添
付
し
て

立
候
補
締
切
日
時
ま
で
に
、

本
人
が
代
議
員
会
議
長
ま
で

ご
提
出
下
さ
い
。
立
候
補
届

出
書
と
候
補
者
経
歴
表
は
協

会
事
務
局
に
あ
り
ま
す
。

（
選
出
内
規
第
5
条
・
第
6

条
・
第
7
条
）

　
▽
所
信
表
明
＝
投
票
に
よ

る
選
挙
が
行
わ
れ
る
時
は
、

各
候
補
者
は
代
議
員
会
で
所

信
表
明
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。（
選
出
内
規
第

9
条
）

　
▽
選
挙
公
報
＝
投
票
に
よ

る
選
挙
が
行
わ
れ
る
時
は
、

代
議
員
会
議
長
は
立
候
補
届

出
書
等
の
書
類
審
査
の
上
、

速
や
か
に
選
挙
公
報
を
作
成

し
、
代
議
員
・
予
備
代
議
員

に
送
付
し
ま
す
。（
選
出
内

規
第
10
条
）

 

（
関
連
3
面
）

新
代
議
員
の
皆
さ
ま

新
代
議
員
の
皆
さ
ま

選
挙
公
示

議
長
・
副
議
長

　
福
山
氏
か
ら
は
医
療
法
改
正

で
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
が
医
療
法

に
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
過
疎
地
域
で
は
医
療
を
受

け
ら
れ
る
安
心
に
つ
な
が
る
面

で
有
益
と
し
た
上
で
、
ど
の
よ

う
な
要
件
が
必
要
に
な
る
か
が

重
要
と
指
摘
が
あ
っ
た
。
タ
ク

シ
ー
不
足
の
解
消
策
と
し
て
一

般
ド
ラ
イ
バ
ー
が
自
家
用
車
で

乗
客
を
運
ぶ
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
で

の
安
全
性
の
問
題
を
例
に
挙

げ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
は
十
分

な
安
全
性
の
担
保
が
必
要
と

し
、
慎
重
に
要
件
等
を
整
備
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

　
堀
川
氏
は
一
連
の
高
額
療
養

費
の
動
き
に
つ
い
て
、
今
国
会

で
見
送
り
に
至
っ
た
の
は
当
事

者
の
声
が
大
き
な
力
と
な
っ
た

か
ら
と
し
、
白
紙
に
向
け
て
の

第
一
歩
に
し
た
い
と
し
た
。
能

登
地
方
の
病
院
統
合
の
問
題
に

も
触
れ
、
地
元
の
人
か
ら
は
オ

ン
ラ
イ
ン
診
療
よ
り
も
医
師
や

看
護
師
を
求
め
る
声
し
か
聞
こ

え
て
こ
な
い
と
自
身
の
経
験
を

紹
介
し
、
本
来
の
医
療
を
守
る

重
要
性
を
指
摘
し
た
。

　
倉
林
氏
は
高
額
療
養
費
の
問

題
を
は
じ
め
と
し
て
患
者
や
高

齢
者
な
ど
が
社
会
で
分
断
さ
れ

て
い
る
現
状
に
疑
問
を
呈
し

た
。
国
会
で
の
医
療
費
削
減
の

勢
い
を
問
題
視
し
、
人
権
を
軽

視
し
て
い
る
医
療
Ｄ
Ｘ
、
医
業

が
産
業
と
い
う
認
識
に
あ
る
オ

ン
ラ
イ
ン
診
療
に
つ
い
て
も
危

機
感
を
示
し
た
。

国会行動

　
協
会
は
小
泉
内
閣
か
ら
始

ま
っ
た
都
道
府
県
単
位
の
医
療
費
抑
制
政
策
の
流
れ
は
現
在
で

も
継
承
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の

医
療
法
改
正
が
総
仕
上
げ
と
な

医
薬
品・医
療
材
料
等
の

オ
ン
ラ
イ
ン
共
同
購
入

オ
ン
ラ
イ
ン
共
同
購
入

〈
M
＆
D
保
険
医
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〉

　
医
薬
品
・
医
療
材
料
・
機
器
を
〝
特
別
価
格
〟
で
注
文

で
き
ま
す
。
24
時
間
い
つ
で
も
注
文
可
。
１
回
税
込
７
０

０
０
円
以
上
で
送
料
無
料
。

協会会員限定

医
療
法
案
の
問
題
点
共
有
し
訴
え

る
と
見
解
を
述
べ
た
。
2
0
4

0
年
に
向
け
た
医
療
提
供
体
制

で
は
こ
れ
ま
で
の
地
域
医
療
の

何
が
変
わ
る
の
か
が
見
え
に
く

い
が
、
重
要
な
変
更
が
多
く
含

ま
れ
て
お
り
国
会
で
の
時
間
を

か
け
た
議
論
が
必
要
と
指
摘
し

た
。

　
医
師
偏
在
対
策
で
は
外
来
医

師
「
過
多
区
域
」
に
お
け
る
新

規
開
業
の
ハ
ー
ド
ル
の
強
化
が

盛
り
込
ま
れ
、
実
質
的
な
開
業

規
制
に
つ
な
が
る
と
し
、
医
師

数
削
減
で
は
過
疎
地
域
の
医
師

不
足
解
消
に
な
ら
な
い
と
指
摘

し
た
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
受
診
施
設

は
民
間
企
業
に
よ
る
開
設
も
認

め
ら
れ
る
た
め
、
医
療
の
非
営

利
原
則
の
崩
壊
に
つ
な
が
る
可

能
性
、
医
療
従
事
者
の
配
置
基

準
な
ど
は
今
後
検
討
と
い
う
あ

い
ま
い
な
法
案
に
な
っ
て
い
る

な
ど
の
問
題
を
共
有
し
た
。

　
高
額
療
養
費
制
度
に
関
し
て

は
、
会
員
署
名
に
寄
せ
ら
れ
た

「
国
民
が
望
ん
で
い
る
政
策
か
」

「
患
者
に
と
っ
て
の
命
綱
」「
現

場
を
も
っ
と
見
て
ほ
し
い
」
な

ど
の
声
を
紹
介
し
、
見
送
り
で

は
な
く
白
紙
撤
回
を
強
調
し
た
。

　
京
都
選
出
国
会
議
員
と
は
今

後
も
面
談
な
ど
を
通
じ
て
医
療

現
場
の
窮
状
を
訴
え
て
い
く
。

（
上
か
ら
面
談
順
に
）
福
山
・

堀
川
・
倉
林
各
議
員

分断と医療費削減に異議
高額療養費の負担増は撤回へ
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◦医師賠償責任保険
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地
区
と
の
懇
談（
西
京
、宇
治
久
世
）� （
２
面
）

「
休
暇
の
取
り
や
す
さ
重
視
」

雇
用
管
理
講
習
会�

（
２
面
）

「
診
療
を
断
る
際
の
注
意
点
」

医
療
安
全
講
習
会�

（
３
面
）



　
協
会
は
西
京
医
師
会
と
の
懇

談
会
を
1
月
31
日
に
樫
原
公
会

堂
で
開
催
し
た
。
地
区
か
ら
6

人
、
協
会
か
ら
6
人
が
出
席
。

西
京
医
師
会
の
内
田
亮
理
事
の

司
会
で
進
行
し
た
。
冒
頭
、
西

京
医
師
会
の
宮
本
啓
志

会
長
よ
り
「
有
意
義
な

会
合
と
し
た
い
」
と
あ

い
さ
つ
が
あ
っ
た
。
協

会
か
ら
社
会
保
障
制
度

の
行
方
と
医
療
提
供
体

制
改
革
を
情
報
提
供

し
、
意
見
交
換
し
た
。

　
地
区
の
病
院
勤
務
会

員
か
ら
病
院
経
営
の
厳

し
さ
に
触
れ
た
上
で

　
協
会
は
宇
治
久
世
医
師
会
と

の
懇
談
会
を
2
月
12
日
に
ウ
ェ

ブ
で
開
催
。
地
区
か
ら
19
人
、

協
会
か
ら
8
人
が
出
席
し
、
宇

治
久
世
医
師
会
の
石
原
由
理
理

事
の
司
会
で
進
行
し
た
。
堀
内

房
成
会
長
か
ら
「
協
会
か
ら
の

議
案
は
非
常
に
重
要
な
事
項
ば

か
り
で
あ
る
た
め
積
極
的
に
議

論
し
て
い
き
た
い
」
と
あ
い
さ

つ
が
あ
っ
た
。
鈴
木
理
事
長
の

あ
い
さ
つ
の
後
、
社
会
保
障
制

度
の
行
方
と
医
療
提
供
体
制
改

革
に
つ
い
て
話
題
提
供
し
、
意

見
交
換
し
た
。

　
協
会
は
財
政
健
全
化
に
向
け

社
会
保
障
費
を
抑
制
し
て
お
き

な
が
ら
防
衛
費
は
5
年
間
で
43

兆
円
を
計
上
し
た
政
府
の
矛
盾

を
指
摘
。
そ
れ
に
対
し
地
区
か

ら
は
「
現
在
の
日
本
を
取
り
巻

く
情
勢
の
中
で
、
国
家
予
算
に

お
け
る
適
切
な
防
衛
予
算
、
社

会
保
障
制
度
に
お
け
る
医
療
費

の
適
切
な
割
合
が
分
か
ら
ず
、

協
会
の
主
張
は
理
解
で
き
る
が

素
直
に
納
得
で
き
な
い
」
と
の

意
見
が
あ
っ
た
。
協
会
は
「
防

衛
予
算
を
ど
う
考
え
る
か
は
非

常
に
重
要
な
論
点
。
仮
に
日
本

が
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
場
合

に
は
防
衛
費
が
い
く
ら
あ
っ
て

も
足
り
な
い
事
態
に
な
り
か
ね

「
2
0
4
0
年
に
向
け
た
地
域

医
療
構
想
で
は
新
た
な
医
療
機

関
機
能
と
し
て
高
齢
者
救
急
・

地
域
急
性
期
が
打
ち
出
さ
れ
て

い
る
。
在
宅
患
者
が
増
え
る
中

で
、
開
業
医
、
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
、
介
護
福
祉
と
の

連
携
を
強
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
。
病
院
間
の

連
携
・
協
議
の
場
も
必
要
で
あ

る
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
協
会
は
「
地
域
医

療
構
想
調
整
会
議
が
あ
る
と
は

言
え
、
病
院
が
意
見
を
聞
か
れ

る
機
会
は
少
な
い
。
そ
の
よ
う

な
場
が
必
要
だ
」
と
応
じ
た
。

　
か
か
り
つ
け
医
機
能
報
告
制

度
に
つ
い
て
は
、
地
区
か
ら

「
何
の
た
め
の
仕
組
み
か
分
か

ら
な
い
。
情
報
を
示
し
、
そ
れ

を
患
者
が
見
て
選
択
す
る
の
は

今
で
も
普
通
に
や
っ
て
い
る
」

と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
協
会
は

「
恐
ら
く
究
極
の
目
標
は
フ

リ
ー
ア
ク
セ
ス
制
限
、
人
頭
払

い
制
の
導
入
で
は
な
い
か
。
そ

こ
へ
向
け
て
着
々
と
進
ん
で
い

る
」
と
の
見
解
を
示
し
た
。
地

区
か
ら
は
「
医
師
同
士
が
主
義

主
張
を
超
え
、
薬
剤
師
、
三
療

法
士
、
看
護
師
と
も
連
携
と
連

帯
で
や
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
な
し
崩
し
的
に
医
師
の
自

由
度
も
プ
ラ
イ
ド
も
ゆ
っ
く
り

崩
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い

か
。
医
師
同
士
の
対
立
を
生
む

危
険
性
も
あ
る
」
と
の
意
見
が

述
べ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
医
師
偏

在
に
つ
い
て
地
区
か
ら
「
地
域

の
中
で
の
偏
在
が
あ
る
。
京
都

市
全
体
で
は
医
師
数
が
多
い
と

言
わ
れ
て
も
、
学
区
単
位
で
は

診
療
所
が
な
い
地
域
が
あ
る
。

一
括
に
『
多
数
区
域
』
と
さ
れ

て
も
困
る
。
西
京
区
に
も
過
疎

地
域
は
存
在
し
て
い
る
」
と
の

訴
え
が
あ
り
、
協
会
は
「
暮
ら

し
が
成
り
立
た
な
く
な
る
過
疎

地
域
を
『
仕
方
な
い
』
と
せ

ず
、
公
に
よ
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
建

設
等
の
手
当
が
必
要
。
パ
ブ

リ
ッ
ク
は
そ
の
た
め
に
あ
る
」

と
述
べ
た
。

　
最
後
に
塚
本
忠
司
副
会
長
か

ら
「
厚
労
省
の
中
に
も
分
か
っ

て
い
る
人
も
い
る
。
そ
の
よ
う

な
人
た
ち
に
届
く
よ
う
に
こ
れ

か
ら
も
活
動
し
て
い
き
た
い
」

と
閉
会
の
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、

終
了
し
た
。

ず
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
、

ま
ず
は
平
和
政
策
を
徹
底
し
て

追
求
す
る
立
場
が
必
要
」
と
し

た
上
で
、「
毎
年
の
予
算
の
決

定
に
際
し
て
は
、
各
予
算
を
フ

ラ
ッ
ト
な
状
態
で
議
論
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
防
衛
予
算
は

『
聖
域
』
扱
い
で
43
兆
円
の
内

訳
も
示
さ
れ
て
い
な
い
」
と
指

摘
し
た
。

　
宇
治
久
世
地
区
で
は
こ
の
年

末
年
始
に
救
急
搬
送
困

難
事
例
が
多
発
し
問
題

と
な
っ
て
い
る
と
発
言

が
あ
り
、
協
会
は
「
年

末
年
始
は
入
院
で
あ
れ

ば
輪
番
制
、
外
来
機
能

で
あ
れ
ば
救
急
セ
ン

タ
ー
で
受
け
入
れ
て
い

る
が
、
そ
の
設
置
箇
所

が
非
常
に
少
な
く
需
要

に
対
応
し
き
れ
な
い
状

況
の
よ
う
だ
。
外
来
・
入
院
の

新
た
な
特
別
体
制
を
構
築
す
べ

き
で
あ
る
」
と
応
え
た
。

　
最
後
に
、
幸
道
直
樹
副
会
長

か
ら
「
理
解
す
る
こ
と
が
難
し

い
事
柄
が
多
々
あ
る
が
、
協
会

か
ら
の
情
報
は
し
っ
か
り
吟
味

す
る
に
値
す
る
と
い
つ
も
思
っ

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し

く
お
願
い
し
た
い
」
と
あ
い
さ

つ
が
あ
り
、
閉
会
し
た
。

　
協
会
は
「
人
材
確
保
と
定
着
率
ア
ッ
プ
の
心
得
」
と
題

し
た
雇
用
管
理
講
習
会
を
2
月
26
日
に
ウ
ェ
ブ
併
用
で
開

催
し
た
。
講
師
は
桂
好
志
郎
社
会
保
険
労
務
士
、
参
加
者

は
18
人
。

　
桂
氏
は
24
年
10
月
に
引
き
続

き
、
25
年
10
月
に
さ
ら
な
る
最

低
賃
金
引
き
上
げ
が
既
定
路
線

だ
と
紹
介
。
最
低
賃
金
へ
の
対

応
と
し
て
、
事
業
主
が
支
払
っ

て
い
る
雇
用
保
険
料
を
原
資
と

し
た
業
務
改
善
助
成
金
や
キ
ャ

リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
な
ど
を
解

説
し
た
。
4
月
に
は
25
年
度
の

助
成
金
概
要
が
示
さ
れ
る
た

め
、
要
件
等
を
確
認
し
、
活
用

講
師
の
桂
氏

で
き
る
も
の
は
計
画
を
立
て
た

上
で
活
用
し
た
方
が
い
い
と
助

言
し
た
。

　
求
人
を
出
す
際
に
は
近
隣
の

医
療
機
関
な
ど
の
賃
金
相
場
を

確
認
し
下
回
ら
な
い
こ
と
が
大

切
と
し
つ
つ
、
給
与
面
に
関
し

て
は
一
般
企
業
と
肩
を
並
べ
る

の
は
難
し
い
と
指
摘
。
労
働
者

が
重
視
す
る
こ
と
を
調
査
し
た

ア
ン
ケ
ー
ト
（
日
経
新
聞
調

べ
）
で
は
、
1
位
「
休
暇
の
取

り
や
す
さ
」、
2
位
「
労
働
時

間
の
適
正
さ
」
と
い
う
結
果
を

紹
介
し
、
求
人
に
関
す
る
特
記

事
項
に
前
年
度
実
績
の
年
間
休

日
日
数
や
、
す
で
に
育
児
休
業

な
ど
の
取
得
実
績
が
あ
る
な
ら

実
績
を
掲
載
す
る
な
ど
、
自
院

の
強
み
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と

が
必
要
と
し
た
。

　
「
労
働
時
間
の
適
正
さ
」
で

は
、
労
働
基
準
法
上
、
労
働
時

間
の
端
数
切
り
捨
て
は
認
め
ら

れ
て
お
ら
ず
、
残
業
計
算
の
際

の
5
分
単
位
で
の
四
捨
五
入
が

違
法
と
し
て
大
手
企
業
も
是
正

勧
告
を
受
け
て
い
る
と
説
明
。

基
本
は
1
分
単
位
の
管
理
で
あ

る
と
注
意
喚
起
し
た
。
労
働
時

間
の
把
握
対
策
と
し
て
、
タ
イ

ム
カ
ー
ド
を
管
理
者
の
目
の
届

く
範
囲
に
設
置
し
、
業
務
終
了

後
は
速
や
か
に
退
勤
す
る
よ
う

指
導
し
て
ほ
し
い
と
し
た
。

　
従
業
員
の
定
着
に
は
何
よ
り

も
「
安
心
し
て
働
け
る
職
場
」

で
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
な
い
職

場
だ
と
し
、
対
策
の
必
要
性
を

強
調
し
た
。「
安
心
し
て
休
め

る
職
場
」
は
求
人
だ
け
で
な

く
、
定
着
に
も
重
要
と
述
べ
、

年
5
日
の
年
次
有
給
休
暇
の
確

実
な
取
得
だ
け
で
な
く
、
半
日

単
位
年
休
の
導
入
も
検
討
し
て

ほ
し
い
と
締
め
く
く
っ
た
。

初
め
て
聴
く
曲

心
打
つ
ひ
と
と
き

阿部　純
（宇治久世）

　
こ
の
2
、
3
日
、
日
本
列
島

に
寒
波
が
居
座
り
京
都
市
内
で

も
か
な
り
の
積
雪
が
あ
っ
た
と

の
由
、
心
配
し
て
い
ま
し
た
が

烏
丸
通
に
も
雪
は
な
く
保
険
医

協
会
主
催
の
サ
ロ
ン
コ
ン
サ
ー

ト
に
2
月
11
日
、
私
と
し
て
は

2
年
振
り
に
参
加
し
ま
し
た
。

今
回
は
保
険
医
協
会
の
会
議
室

で
行
わ
れ
ま
し
た
。
本
日
の
案

内
チ
ラ
シ
に
フ
ル
ー
ト
、
ヴ
ィ

オ
ラ
、
チ
ェ
ロ
三
重
奏
と
あ

り
、
何
と
も
ユ
ニ
ー
ク
な
楽
器

編
成
を
企
画
し
て
い
た
だ
い
た

協
会
事
務
局
に
は
敬
意
を
表
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

ロ
の
二
重
奏
の
ヴ
ィ
ラ
＝
ロ
ボ

ス
の
ジ
ェ
ッ
ト
ホ
イ
ッ
ス
ル
は

個
人
的
に
は
さ
す
が
に
す
ん
な

り
と
体
に
染
み
入
る
よ
う
で
し

た
。
純
金
製
の
フ
ル
ー
ト
と
ま

（
私
は
キ
ャ
リ
ア
だ
け
は
長
く

フ
ル
ー
ト
を
し
て
い
ま
す
）、

あ
ま
り
の
差
に
妄
想
で
し
か
な

か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
打
っ
て
変
わ
っ
て
ピ
ア
ソ
ラ

さ
に
一
体
感
の
あ
る
演
奏
を
繰

り
広
げ
て
く
れ
た
中
川
佳
子
さ

ん
の
演
奏
ス
タ
イ
ル
か
ら
少
し

で
も
技
術
を
盗
ん
で
み
た
い
と

思
い
ま
し
た
が
、
そ
こ
は
プ
ロ

ユニークな響きを堪能

文化企画

フルート・ヴィオラ・チェロ サロンコンサート

　協会はサロンコンサートを２月
11日に保険医協会会議室で開催。
フルート、ヴィオラ、チェロの三
重奏とともにヴィオラとチェロ、

フルートとヴィオラ、フルートと
チェロとさまざまな編成で、ユ
ニークな響きを堪能した。以下、
参加記を掲載する。

　
全
6
曲
全
て
初
め
て
聴
く
曲

だ
っ
た
の
で
新
鮮
さ
を
楽
し
む

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
高
音
域

の
フ
ル
ー
ト
、
中
音
域
の
ヴ
ィ

オ
ラ
そ
し
て
低
音
域
の
チ
ェ
ロ

と
曲
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
組
み

合
わ
せ
を
替
え
な
が
ら
演
奏
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ル
ー
セ

ル
と
ア
ー
ノ
ル
ド
の
作
品
は
金

本
祥
子
さ
ん
の
解
説
に
も
あ
っ

た
よ
う
に
前
者
は
〝
宇
宙
と
の

交
信
〞、
後
者
は
〝
波
間
に
ゆ

れ
る
よ
う
な
〞
何
と
も
摩
訶
不

思
議
な
曲
想
で
い
か
に
も
フ
ラ

ン
ス
物
と
い
っ
た
印
象
で
し

た
。
ト
リ
の
フ
ル
ー
ト
と
チ
ェ

の
作
品
は
2
年
前
か

ら
京
響
の
メ
ン
バ
ー

に
入
団
さ
れ
た
一
楽

恒
さ
ん
の
超
低
音
の

素
敵
な
地
声
と
相

ま
っ
て
チ
ェ
ロ
の
超

低
音
の
魅
力
を
い
か

ん
な
く
発
揮
さ
れ
た

演
奏
で
し
た
。
今
回

も
参
加
者
は
8
人
と

少
な
く
は
あ
り
ま
し

た
が
、
室
内
楽
で
も

あ
り
充
実
し
た
祝
日
を
過
ご
さ

せ
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。
来
年
も
独
創
的

な
楽
器
編
成
と
日
本
初
披
露
の

曲
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

病
院
・
開
業
医
・
訪
看
・
介
護
の
連
携
必
要

西
京
区
に
も
地
域
偏
在
の
課
題

西
京
医
師
会
と
懇
談

1
月
31
日

樫
原
公
会
堂

防
衛
費
増
額
も
「
聖
域
」
扱
い

各
予
算
決
定
は
フ
ラ
ッ
ト
に
議
論
を

宇
治
久
世
医
師
会
と
懇
談

2
月
12
日

ウ
ェ
ブ
会
議

出
席
者
12
人
で
開
催
さ

れ
た
西
京
医
師
会
と
の

懇
談

出
席
者
27
人
で
開
催
さ

れ
た
宇
治
久
世
医
師
会

と
の
懇
談

2 0 2 5 年 (令和 7年) 4 月 1 0 日第 3 1 9 1 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 2 )毎月10日･25日発行

〝
休
暇
の
取
り
や
す
さ
〞重
視

自
院
の
強
み
を
訴
求

雇
用
管
理
講
習
会



　
日
々
の
診
療
に
お
い
て
困
っ

た
症
例
の
相
談
の
場
と
し
て
、

熱
傷
、
乳
房
再
建
、
褥
瘡
に
関

す
る
4
演
題
の
症
例
提
示
と
検

討
が
行
わ
れ
た
後
、
京
都
府
立

医
科
大
学
眼
科
の
渡
辺
彰
英
氏

か
ら
特
別
講
演
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。
眼
科
医
の
視
点
か
ら
見

　
形
成
外
科
診
療
内
容
向
上
会
お
よ
び
第
73
回
京
都
形
成
外
科
医
会
学
術
集
会
が
3
月
8

日
に
京
都
府
保
険
医
協
会
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
。「
眼
瞼
下
垂
手
術
の
功
罪
〜
形
成
外

科
医
が
知
っ
て
お
き
た
い
手
術
の
ポ
イ
ン
ト
と
合
併
症
対
策
〜
」
と
題
し
て
、
京
都
府
立

医
科
大
学
眼
科
学
教
室
講
師
の
渡
辺
彰
英
氏
が
講
演
し
た
。
参
加
者
は
26
人
。

が
、
術
後
に
高
度
の
ド
ラ
イ
ア

イ
や
角
膜
上
皮
障
害
を
生
じ
た

場
合
は
積
極
的
に
眼
科
医
と
相

談
し
、
眼
表
面
の
客
観
的
な
評

価
を
依
頼
し
た
上
で
、
修
正
手

術
の
要
否
を
含
め
て
検
討
が
必

要
で
す
。

　
渡
辺
氏
の
実
際
の
手
術
映
像

と
と
も
に
、
具
体
的
な
コ
ツ
や

工
夫
点
を
約
1
時
間
に
わ
た
り

ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
。
注

意
点
や
合
併
症
対
策
に
つ
い
て

は
学
術
的
な
デ
ー
タ
を
基
に
解

説
い
た
だ
き
、
よ
り
安
全
で
効

果
的
な
手
術
手
技
を
患
者
に
提

供
す
る
た
め
の
、
ま
さ
に
診
療

内
容
向
上
会
と
な
り
ま
し
た
。

な
り
、
異
物
感
・
痛
み
・
視
機

能
低
下
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
は
、
手
術
前
後
の
瞬

目
や
オ
キ
ュ
ラ
ー
サ
ー
フ
ェ
ス

（
眼
表
面
）
の
評
価
に
あ
り
、

眼
表
面
の
摩
擦
亢
進
や
涙
液
貯

留
量
の
減
少
に
も
注
目
し
て
、

目
標
に
す
る
べ
き
開
瞼
幅
を
患

者
ご
と
に
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
過
剰
な
矯
正
に

な
ら
な
い
こ
と
が
第
一
で
す

眼
瞼
下
垂
手
術
は
過
矯
正
に

至
っ
て
い
な
く
と
も
、
上
輪
部

角
結
膜
炎
や
結
膜
弛
緩
症
と

い
っ
た
球
結
膜
の
摩
擦
亢
進
に

由
来
す
る
異
物
感
・
流
涙
・
疼

痛
が
あ
り
得
る
こ
と
を
詳
述
い

た
だ
き
、
一
般
的
な
形
成
外
科

学
会
で
は
得
ら
れ
に
く
い
知
識

を
深
め
ら
れ
る
場
と
な
り
ま
し

た
。

　
眼
瞼
下
垂
手
術
は
形
成
外
科

医
、
美
容
外
科
医
に
よ
っ
て
も

近
年
多
く
施
行
さ
れ
て
い
る
手

術
で
あ
り
、
会
場
か
ら
は
多
く

の
質
問
が
挙
が
り
ま
し
た
。
森

本
尚
樹
会
長
（
京
都
大
学
形
成

外
科
教
授
）
か
ら
も
「
日
常
診

療
で
あ
る
眼
瞼
下
垂
手
術
に
関

す
る
疑
問
点
や
注
意
点
を
整
理

す
る
良
い
機
会
と
な
っ
た
。
眼

科
と
の
連
携
が
重
要
で
あ
る
こ

と
を
あ
ら
た
め
て
認
識
で
き

た
」
と
言
及
さ
れ
ま
し
た
。

た
眼
瞼
下
垂
手
術
の
注
意
点
や

合
併
症
対
策
を
お
示
し
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　
眼
瞼
下
垂
手
術
の
目
的
は
良

好
な
開
瞼
に
よ
る
視
野
の
獲

得
、
視
機
能
の
改
善
で
あ
る
一

方
、
過
剰
な
開
瞼
は
ド
ラ
イ
ア

イ
や
角
膜
上
皮
障
害
の
原
因
と

て
、
厚
労
省
の
通
知
を
引
用
し

次
の
よ
う
に
解
説
し
た
。
緊
急

対
応
が
必
要
な
患
者
だ
が
診
療

時
間
外
で
あ
っ
た
場
合
の
応
招

義
務
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
昭

和
24
（
1
9
4
9
）
年
の
厚
生

省
医
務
局
長
通
知
で
は
「
診
療

を
拒
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」

と
応
招
義
務
を
広
い
範
囲
で
解

釈
し
て
い
た
。
し
か
し
、
令
和

元
（
2
0
1
9
）
年
の
厚
労
省

医
政
局
長
通
知
で
は
「
応
急
的

に
必
要
な
処
置
を
と
る
こ
と
が

望
ま
し
い
が
、原
則
、公
法
上・

私
法
上
の
責
任
に
問
わ
れ
る
こ

と
は
な
い
」
と
し
て
お
り
、
応

招
義
務
の
考
え
方
が
大
き
く
変

わ
っ
た
。
さ
ら
に
、
患
者
の
迷

惑
行
為
に
つ
い
て
、
医
師
と
患

者
の
信
頼
関
係
が
喪
失
し
て
い

る
場
合
や
支
払
い
能
力
が
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
悪
意
を
持
っ

て
診
療
費
を
あ
え
て
支
払
わ
な

い
場
合
に
は
、
緊
急
対
応
が
不

要
な
場
合
に
限
り
、
診
療
拒
否

が
正
当
化
さ
れ
る
と
規
定
し
て

い
る
。
た
だ
し
、
診
療
拒
否
の

事
由
は
医
療
機
関
が
立
証
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
患
者

の
言
動
と
そ
れ
に
対
す
る
医
療

機
関
の
対
応
内
容
を
可
能
な
限

り
詳
細
に
記
録
す
る
必
要
が
あ

る
と
注
意
を
促
し
た
。

　
質
疑
応
答
で
は
、
患
者
に
よ

る
院
内
の
器
物
破
損
や
職
員
へ

の
暴
言
・
暴
力
が
あ
っ
た
場

合
、
警
察
に
通
報
し
強
制
退
去

さ
せ
る
こ
と
は
可
能
か
と
の
質

問
に
対
し
、
福
山
氏
は
そ
の
よ

う
な
言
動
が
あ
っ
た
際
は
警
察

に
通
報
し
、
程
度
に
も
よ
る

が
、
患
者
に
忠
告
し
て
も
改
善

さ
れ
な
い
場
合
は
強
制
退
去

（
退
院
）
さ
せ
る
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
と
回
答
し
た
。

　

本
講
習
会
の
模
様
は

「P
art1

（
24
年
11
月
30
日
開

催
）」
と
と
も
に
、
協
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
の

で
、
院
内
の
医
療
安
全
研
修
な

ど
に
活
用
い
た
だ
き
た
い
。

講習会内容

①
手
術
同
意
書
は
ど
こ
ま
で
必
要
か

②
応
招
義
務

③
未
成
年
者
の
受
診

④
患
者
に
よ
る
院
内
の
録
音
・
録
画

⑤
ス
タ
ッ
フ
の
個
人
情
報
の
取
扱
い

日常診療における
医療安全お役立ち手帳
2023年９月１日発行
Ａ５・24頁
会員
１冊：無料
２冊～： 500円／冊

（税込・送料別）

オ
ン
デ
マ
ン
ド

配
信
は

こ
ち
ら
か
ら

　
協
会
は
第
2
回
医
療
安
全
講

習
会
「
今
さ
ら
聞
け
な
い
！
日

常
診
療
に
お
け
る
患
者
対
応
の

あ
れ
や
こ
れ
やP

art2

」
を

3
月
1
日
に
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
形

式
で
開
催
し
た
。
講
師
は
協
会

顧
問
弁
護
士
で
あ
や
め
法
律
事

務
所
の
福
山
勝
紀
氏
。
本
講
習

会
で
は
「
日
常
診
療
に
お
け
る

医
療
安
全
お
役
立
ち
手
帳
（
23

年
発
行
）」
を
テ
キ
ス
ト
に
、

下
記
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
解
説

し
、
他
府
県
の
保
険
医
協
会
・

医
会
会
員
医
療
機
関
も
含
め
1

6
5
人
が
参
加
し
た
。

　
福
山
氏
は
医
療
機
関
か
ら
相

談
の
多
い
応
招
義
務
に
つ
い

目
に
安
全
で
効
果
的
な
眼
瞼
手
術
を

眼
科
医
の
視
点
か
ら

形
成
外
科
診
療
内
容
向
上
会
・
京
都
形
成
外
科
医
会
学
術
集
会

講師の渡辺氏

講師の福山氏

レ
ポ
ー
ト
　
津
下
　
到
（
京
都
大
学
）

地区 議席 代議員 予備代議員
北 1 小 原 章 央 小 仲 良 平

2 竹 中 信 也 角 田 裕 明
3 松 波 達 也 余　　みんてつ

上 京
東 部

4 児　玉　　　穣 菅 野 達 也
5 任　　　書　熹 前 田 正 明

西 陣 6 金 光 京 石 井　上　　　亮
7 竹之内　　　剛 臼 井 智 彦
8 田　中　　　誠 茶 谷 賢 一
9 吉 岡 幹 博 中　津　留有子

中 京
東 部

10 岩　瀬　　　豪 江 副 康 正
11 梶　田　洋一郎 林　　　理　之
12 是　枝　　　哲 安 野 哲 也

中 京
西 部

13 島 津 恒 敏 近 藤 久 勝
14 白 川 喜 一 佐久山　　　陽
15 杉 本 浩 造 四 方 典 裕
16 正　木　　　淳 松　尾　　　敏

下 京
東 部

17 粟 野 雄 大 小 畑 寛 純
18 波 柴 尉 充 岸 本 和 隆
19 前 田 眞 里 深 江 英 一

下 京
西 部

20 小笠原　宏　行 青　木　　　淳
21 關 　 　 透 岡 林 秀 興
22 関 沢 敏 弘 檜　垣　　　正
23 中 野 昌 彦 森　居　　　純
24 安 田 雄 司 横 江 信 義

地区 議席 代議員 予備代議員
左 京 25 伊地智　俊　晴 赤 木 太 郎

26 小　林　　　充 佐 藤 尚 志
27 塩 見 聡 史 柴 田 修 宏
28 十 倉 孝 臣 田 原 正 夫
29 三 嶋 隆 之 西 尾 佳 子
30 米 田 武 史 松 下 匡 孝

右 京 31 池 田 一 博 井 上 賀 元
32 木 下 千 春 柏 木 智 博
33 斉 藤 憲 治 寺 村 和 久
34 高 島 啓 文 矢 間 博 善
35 安 威 俊 秀 渡 辺 全 夫

西 京 36 今 井 史 朗 笠 原 照 久
37 植 松 靖 之 土　井　たかし
38 塚 本 忠 司 福 本 和 生
39 松 崎 恒 一 宮 本 啓 志

東 山 40 手 越 久 敬 岩　﨑　　　淳
41 原 田 剛 史 後 藤 武 近

山 科 42 榎　堀　　　徹 小 川 純 己
43 戎 井 浩 二 鈴　木　　　毅
44 髙 須 雅 史 福 光 眞 二
45 安　井　　　仁 水 野 朝 之

伏 見 46 伊　藤　あゆ子 奥 田 晃 司
47 黒　田　　　紀 落　合　　　淳
48 佐々木　善　二 柏　原　まこと

地区 議席 代議員 予備代議員
伏 見 49 辻　　　一　弥 髙　　　謙一郎

50 辻 　 　 光 谷 口 洋 子
51 西 村 康 孝 西　村　俊一郎
52 藤 森 千 尋 藤 田 明 子

乙 訓 53 梅　山　　　信 上 原 正 弘
54 胡　　　興　柏 田 本 重 美
55 鈴 木 博 雄 中 山 晋 哉
56 堀　　　直　樹 湯 山 令 輔

宇 治
久 世

57 吾 妻 隆 久 石 原 由 理
58 伊 藤 妙 子 伊勢村　卓　司
59 河 野 徳 之 幸 道 直 樹
60 杉之下　武　彦 小 山 正 彦
61 辰 巳 陽 一 神 野 君 夫
62 堀 内 房 成 田　中　慎一郎

綴 喜 63 小　川　　　智 大 東 弘 明
64 村 上 匡 孝 森 岡 稔 勝
65 安　田　美希生 芳 野 二 郎

相 楽 66 飯 田 泰 啓 岡 田 有 史
67 岸 田 秀 樹 松 森 篤 史
68 平 田 真 人 山 本 浩 二

亀 岡 69 佐 藤 英 夫 温 井 雅 紀
70 瀬　尾　　　博 平　岡　　　聡

船 井 71 佐 藤 史 朗 玄 野 昌 実
72 高 屋 和 志 廣 野 良 定

綾 部 73 玉 木 千 里 野 間 俊 二
福知山 74 古 木 勝 也 小 山 尚 志

75 古 村 俊 人 渡　邉　　　正
舞 鶴 76 田 中 寛 之 黒 田 友 基

77 西 村 修 一 長 内 清 行
与 謝 78 伊 藤 邦 彦 佐 藤 昌 平

79 岡 所 明 良 日 置 潤 也
北 丹 80 上　田　　　誠 飯 田 泰 成

　京都府保険医協会の代議員・予備代議員の任期満了に伴う選挙を行い、全地区とも立候補者は定数以内でし
たので、京都府保険医協会選挙規定第２章第31条により、無投票当選と決定しました。任期は2025年５月１日
より27年４月30日までの２年間。 （敬称略）

代議員代議員・・予備代議員決まる予備代議員決まる25‒26
年度

2 0 2 5 年 (令和 7年) 4 月 1 0 日 第 3 1 9 1 号京 都 保 険 医 新 聞( 3 ) 毎月10日･25日発行
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医療制度構造改革と国民健康保険制度

　国民健康保険法第１条は「社会保障及び国民保健の
向上」を謳う。すなわち国民健康保険制度（以下「国
保制度」と表記）は相互扶助や単なる「保険」でな
く、公的責任に基づき運営されるべきものである。
　1961年の「国民皆保険達成」以来、「市町村」を保
険者としてきた同制度が都道府県化されたのが2018
年。小泉医療構造改革の「都道府県単位の医療費適正
化（抑制）路線」に合わせた改革であり、都道府県に
医療計画を通じた医療提供体制整備とともに保険財政
の責任を担わせるもの（都道府県の構造改革主体化）
であった。以降、都道府県は地域医療構想や医師確保
計画の目標を課され、保険財政をにらみながら効率的
な医療提供体制作りを担ってきている。このように国
保制度を含め、あらゆる医療制度は常により大きな国
策に翻弄される。

保険給付費の伸び以上に増加する一人当たり納付金

　今日の国保制度では、都道府県は財政運営の責任主
体として、都道府県内の国保の保険給付費等の見込み
を立て、市町村ごとの納付金額を決定する。市町村は
納付金を支払えるだけの財源確保に向け、保険料率を
決定し、被保険者に保険料を賦課・徴収する。その代
わり医療サービスに必要な費用は都道府県が負担する
仕組みである。
　2025年１月30日に公表された京都府の2025年度納付
金は府全体で対前年度比104.2％、一人当たりで
107.57％であった。府資料によると、歳出は保険給付
費や後期高齢者支援金等が対前年度比28億円減少。一
方で、歳入は前期高齢者交付金（財政調整１）が対前
年度比49億円減少（国保に加入する前期高齢者が減
少）、「高額医療費国庫負担金制度の見直し」２による
減額のため対前年度比57億円減少した。
　図を見ると京都府の納付金は2021年度以降、基本的
に上昇基調である。一方で保険給付費はほぼ横ばいで
あるが、被保険者数が減少し続けている。2025年度の
納付金算定にあたり一人当たり納付金の伸び率が納付
金全体のそれを上回るのは主に被保険者数減少による
ものであろう。その要因の一つはいわゆる団塊の世代
が後期高齢者医療制度へ移行したことである。だが別
の要因もある。「全世代型社会保障改革」による「被
用者保険の適用拡大」である。

被保険者数減少で危ぶまれる国保制度の存続

　国保加入者（世帯主）の職業別構成割合を見ると、
1965年度は農林水産業42.1％、自営業25.4％、被用者
19.5％、その他6.4％、年金生活者等無職者が6.6％で

らすために高齢者の医療を抑制することが正しいこと
であるかのように錯覚させられているのである。
　そして、全世代型社会保障改革は経済成長に動員す
るためにできる限り全ての国民が「働く」ことを推奨
する。これらを前提に国保制度の将来像を考えると最
悪のシナリオが浮かび上がってくる。
　「勤労者皆保険」は高齢者・障害のある人も含め
「働く人・働ける人」を被用者保険に迎え入れ、「働か
ない人・働けない人」を国保に加入させる政策であ
る。突き詰めれば国保制度は無職、障害のある人、高
齢者等といった総じて所得が低く、疾患にかかりやす
い人たちを中心とした健康保険制度になってしまう。
つまり公的医療保険制度が事実上「階層化」するので
ある。
　もしも、国が「階層的な保険制度」構築を意図的に
目指しているとすれば、その目的は何であろうか。
　労働力人口の確保のために可能な限り多くの人を
「働かせる」ことに重きを置く全世代型社会保障の考
え方からすれば、社会保険制度は国保制度に比べ「優
れている」必要がある。なぜならどんなに低賃金でこ
き使われていても「国保加入者より自分はましだ」と
思わせなければならないからである。こうなると財務
省が生活保護受給者の国保加入を求める意味も分かっ
てくる。医療扶助では「ジェネリック医薬品」が原則
化され、保険外併用療養も認められない「劣等処遇」
が採られている。「劣等処遇」をそのまま国保に持ち
込めば医療サービスにさらなる格差が生じる。これは
「いつでもどこでも誰でも保険証１枚で」の皆保険制
度の終焉を意味するであろう。

権利としての医療保障を実現し得る制度を目指す

　以上は私的な仮説に過ぎない。だが全世代型社会保
障改革の持つ危険性、国保をめぐる国の動向をパッチ
ワーク的につなげれば、自然と立ち上がってくる仮説
でもある。
　本来、国保制度は全国民対象の社会保障制度であ
る。それが崩壊の危機に立たされる今、その抜本的改
革を目指す運動が求められる。
　最後に福祉国家構想研究会が提起する「福祉国家型
医療保障制度」の「７つの原則」５をあらためて確認
しておきたい。
•全国民対象の統一保険（保障）制度であること
•財政責任は国が持つこと
•一部負担金制度を廃止すること
•給付管理は基礎自治体が行うこと
•保険料は所得に累進的に比例する方法で計算し、
かつ最低生計費に食い込まない水準にすること
•全国統一の現物給付とすること
•医療提供体制は保険財政状況と無関係に「全国医
療整備計画」により整備すること

（中村暁・福祉国家構想研究会事務局長）

あった。しかし2022年度は農林水産業2.1％、自営業
16.5％、被用者32.0％、その他4.0％、年金生活者等無
職者が45.3％と様相が一変している３。国保制度は農
林水産業・自営業者中心から高齢・無職者中心の制度
へと変化してきたのである。ここに至る経緯には、大
きく日本の産業構造の変化があり、一方で実施されて
きた被用者保険の適用拡大や後期高齢者医療制度創設
の影響がある。
　被保険者数も減少の一途を辿っており、2006年度の
3,678万人をピークに17年度には3,000万人を割り込
み、23年度速報値では2,373万人にまで減少している。
22年10月実施の短時間労働者の被用者保険適用の企業
規模要件の拡大の際には、実施後３カ月で87.7万人の
国保加入者が脱退、被用者保険に移行した。そして今
また開会中の通常国会に、さらなる企業規模要件の緩
和を盛り込んだ法案が提出予定である。24年12月12日
開催の厚生労働省社会保障審議会医療保険部会の資料
によれば、国が目指す「賃金要件撤廃」「企業規模要
件撤廃」「非適用業種解消」を全て実施した場合、110
万人の国保加入者が被用者保険に移行する見込みであ
る。全国国保組合協会の渡邉芳樹会長は2024年の同協
会全国大会で「勤労者皆保険を本当に徹底すると、国保
は低所得者ばかりの保険となり、運営は極めて困難で
制度の廃止にもつながりかねない」と指摘している４。

「全世代型社会保障制度イデオロギー」の下で公
的医療保険制度が階層化する危険

　国保制度は高齢・無職者を中心とした制度へ変質
し、被保険者数減少が保険給付費の縮小につながる面
もあるが、それでもなお担税能力の低い被保険者が少
人数で保険財政を抱えざるを得ない（納付金・保険料
のさらなる高額化）状況に陥ることは不可避である。
まさに国保崩壊につながりかねない事態だが、国は積
極的な対策を打つ気配がない。
　国は国保制度の将来をどのように考えているのか。
　先に指摘したように国保も含めた医療・社会保障制
度は常により大きな国策の中で翻弄される。医療費抑
制政策が転換されない限り、国・自治体は国保制度を
「持続可能」にするためにこれまで同様、保険給付範
囲の縮小、診療報酬引き下げ、患者負担増、医療体制
の効率化といった給付抑制に腐心するであろう。
　一方、今日の医療制度改革が「全世代型社会保障制
度改革」として推進されていることに注目が必要であ
る。

　「全世代型社会保障」は、年齢に関わりなく、全
ての国民が、その能力に応じて負担し、支え合う
ことによって、それぞれの人生のステージに応じ
て、必要な保障がバランスよく提供されることを目
指すものであり、給付は高齢者中心、負担は現役
世代中心となっているこれまでの社会保障の構造
を見直していく必要がある。

全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋
（改革工程）

　「給付は高齢者中心」と書けば、あたかも高齢者が
優遇されているように受け取れる。だがそれは正しく
ない。紙幅の都合で詳細は別の機会に譲らざるを得な
いが、日本では高齢者はおろか、いかなる世代も必要
十分な社会保障を享受していない。それはさまざまな
統計・調査から明らかである。しかし「全世代型社会
保障イデオロギー」は日本社会に「若年世代」と「高
齢者」の対立を生み出し、高齢者への差別・排除意識
を醸成してきた。多くの人が「若年世代」の負担を減

１　 【前期高齢者交付金】保険者間において生じる前期高齢者（65歳以
上75歳未満）に係る医療費の不均衡を調整する仕組み。前期高齢者
加入率の全国平均を基準とし、前期高齢者加入率が全保険者平均を
下回る保険者は前期高齢者「納付金」を納付し、前期高齢者加入率
が全保険者平均を上回る保険者には「交付金」が交付される。

２　 【高額医療費負担金】１件80万円超のレセプトが発生した場合、国
と都道府県が1/4ずつを負担する保険者対象の支援制度。財務省は
「廃止も含め抜本的見直し」を求めている。

３　 出典:第183回社会保障審議会医療保険部会（2024年９月30日）資料１
　　https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001309905.pdf
４　「国保新聞」（第2423号・2025年２月20日）
５　 『誰でも安心できる医療保障へ』（二宮厚美・福祉国家構想研究会　
大月書店）出典：令和６年度第２回京都府国民健康保険運営協議会資料より筆者作成

（図）
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国保崩壊の危機と公的医療保険制度の「階層化」
　番外編　

対抗軸を探る

615 656 646 684 713

1,705

52
51

48

45

1,741
1,678 1,704 1,695

38

40

42

44

46

48

50

52

54

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

京都府における
保険給付費・納付金・被保険者数の相関

納付金(億円) 医療給付費(億円) 被保険者数(万人)

（億円） （万人）

44

2 0 2 5 年 （令和 7年） 4 月 1 0 日第 3 1 9 1 号 京 都 保 険 医 新 聞 （ 4 ）毎月10日・25日発行



リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
を
希
望
す
る
患
者
の
対
応

A

517517

Ｑ
、H

bA
1c

が
7
・
5
％

以
上
の
糖
尿
病
の
患
者
Ａ
に
対

し
て
、
1
回
の
受
診
時
に
30
日

の
投
薬
を
行
っ
て
い
る
。
先
日

Ａ
が
「
仕
事
が
忙
し
い
の
で
リ

フ
ィ
ル
処
方
箋
を
発
行
し
て
ほ

し
い
。
受
診
は
3
カ
月
に
一
度

に
し
た
い
」
と
言
っ
て
き
た
。

50
歳
代
、H

bA
1c

高
値
、
診

察
室
で
の
血
圧
も
1
4
0
／

90
㎜
Hg
を
超
え
る
日
が
あ
る
た

め
、
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
は
発
行

で
き
ず
、
毎
月
の
受
診
を
勧
め

る
と
「
待
合
室
に
貼
っ
て
あ
る

生
活
習
慣
病
管
理
料
の
ポ
ス

タ
ー
に
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
交

付
が
可
能
と
書
い
て
あ
る
の

に
、
な
ぜ
無
理
な
の
か
」
と
詰

め
寄
ら
れ
た
。
毎
月
受
診
し
て

も
ら
い
経
過
観
察
し
な
け
れ
ば

責
任
が
持
て
な
い
が
、
施
設
基

準
上
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
を
発
行

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

Ａ
、
生
活
習
慣
病
管
理
料
の

施
設
基
準
に
は
「
患
者
の
状
態

に
応
じ
、
28
日
以
上
の
長
期
の

投
薬
を
行
う
こ
と
ま
た
は
リ

フ
ィ
ル
処
方
箋
を
交
付
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
当
該
対
応
が
可

能
で
あ
る
こ
と
を
当
該
保
険
医

療
機
関
の
見
や
す
い
場
所
に
掲

示
す
る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の

「
患
者
の
状
態
に
応
じ
」
と
い

う
前
提
条
件
が
大
事
で
あ
り
、

厚
労
省
が
例
示
し
た
ポ
ス
タ
ー

に
も
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
医
師
が
患
者
の
病
状
を
鑑

み
、
療
養
計
画
と
し
て
毎
月
の

　
看
護
系
大
学
の
非
常
勤
講
師
を

し
て
い
た
と
き
、
レ
ポ
ー
ト
の
課

題
に
、こ
ん
な
テ
ー
マ
を
出
し
た
。

　
〈
貧
困
は
自
己
責
任
、
病
気
は

自
己
責
任
と
い
う
考
え
方
の
人
が

い
た
ら
、
あ
な
た
は
ど
ん
な
意
見

を
言
い
ま
す
か
？
〉

　
多
く
の
学
生
は
、
貧
困
が
単
純

に
自
己
責
任
と
言
え
な
い
理
由
と

し
て
、生
ま
れ
た
国
、家
庭
環
境
、

社
会
の
構
造
や
状
況
を
挙
げ
た
。

　
そ
の
通
り
だ
が
、
見
落
と
さ
れ

が
ち
な
こ
と
の
一
つ
は
、
個
人
の

生
来
の
能
力
差
で
あ
る
。

　
軽
度
の
知
的
障
害
を
含
め
、

持
っ
て
生
ま
れ
た
能
力
差
は
明
ら

か
に
存
在
す
る
。
勉
強
す
れ
ば
必

ず
み
ん
な
試
験
で
高
い
得
点
を
取

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
体
格
、
筋

力
、
外
見
、
気
質
、
歌
唱
力
な
ど

も
生
ま
れ
つ
き
の
差
は
大
き
い
。

　
も
う
一
つ
、
見
落
と
さ
れ
が
ち

な
の
は
運
不
運
だ
。
ま
じ
め
に
暮

ら
し
て
い
て
も
、
人
生
の
途
中
で

は
、
自
分
の
思
い
通
り
に
な
ら
な

い
こ
と
が
起
き
て
く
る
。

　
事
故
、
災
害
、
犯
罪
被
害
、
家

族
の
死
、
勤
務
先
の
倒
産
な
ど
は

た
い
て
い
、
努
力
し
て
も
防
ぎ
よ

う
の
な
い
不
運
で
あ
る
。

　
パ
ー
ト
ナ
ー
、
友
人
、
恩
師
と

い
っ
た
人
と
ど
う
や
っ
て
出
会
う

か
は
、
た
ま
た
ま
の
要
素
が
大
き

い
。情
報
、書
物
、音
楽
、食
べ
物

も
、
偶
然
に
接
す
る
こ
と
が
よ
く

あ
る
。
仕
事
が
う
ま
く
い
く
か
ど

う
か
も
運
不
運
が
つ
き
ま
と
う
。

　
病
気
の
自
己
責
任
論
に
つ
い
て

は
ど
う
か
。
学
生
の
レ
ポ
ー
ト
で

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
を
は
じ
め
と
す

る
感
染
症
、
先
天
性
疾
患
な
ど
を

挙
げ
る
人
が
多
か
っ
た
。

　
病
気
の
な
り
や
す
さ
・
な
り
に

く
さ
も
、
も
っ
て
生
ま
れ
た
個
人

の
体
質
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。

　
加
齢
と
い
う
大
き
な
要
因
や
、

有
害
物
質
・
労
働
条
件
な
ど
の
環

境
要
因
、
病
原
体
感
染
も
あ
る
。

　
こ
の
点
で
「
生
活
習
慣
病
」
と

い
う
一
面
的
な
用
語
が
も
た
ら
し

た
悪
影
響
は
大
き
い
。
日
本
学
術

会
議
が
2
月
に
開
い
た
フ
ォ
ー
ラ

ム
で
は
、「
生
活
関
連
病
」
に
し

よ
う
と
い
う
意
見
が
出
て
い
た
。

　
ギ
ャ
ン
ブ
ル
、
過
剰
な
買
い

物
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
た
ば
こ
な
ど

に
よ
る
貧
困
や
病
気
に
つ
い
て
、

自
己
責
任
と
書
い
た
学
生
も
い
た

が
、
そ
れ
ら
は
依
存
症
と
い
う
病

気
の
こ
と
が
多
い
。
自
分
自
身
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
は
、

け
っ
し
て
容
易
で
は
な
い
。

　
自
己
責
任
と
い
う
見
方
は
、
苦

境
に
陥
っ
た
人
を
自
業
自
得
だ
と

責
め
、
助
け
る
必
要
が
な
い
と
切

り
捨
て
よ
う
と
す
る
。
こ
の
ご
ろ

は
、
他
者
を
責
め
た
が
る
人
々
が

増
殖
し
て
い
て
困
っ
た
も
の
だ
。

　
人
間
は
、
い
ろ
い
ろ
な
事
象
に

因
果
関
係
や
必
然
性
を
見
い
だ
そ

う
と
す
る
。
法
則
性
を
探
ろ
う
と

す
る
遺
伝
子
や
文
化
は
生
存
確
率

を
高
め
る
の
に
役
立
っ
て
き
た
だ

ろ
う
が
、
何
で
も
か
ん
で
も
因
果

関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
は
、

一
種
の
認
知
バ
イ
ア
ス
で
あ
る
。

　
現
実
は
複
雑
で
、
偶
然
の
要
素

が
大
き
い
。
非
線
形
の
数
学
で
い

う
カ
オ
ス
。
バ
タ
フ
ラ
イ
効
果

（
わ
ず
か
な
変
化
が
そ
の
後
の
状

態
を
大
き
く
変
え
る
）
も
あ
っ
た

り
す
る
。
厳
密
な
原
因
解
明
や
未

来
予
測
は
不
可
能
と
い
う
認
識
が

現
代
科
学
の
到
達
点
で
あ
る
。

　
日
本
で
は
、
因
果
応
報
と
い
う

仏
教
思
想
の
影
響
が
、
因
果
論
を

強
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
よ
く
口
に
す

る
「
イ
ン
シ
ャ
・
ア
ッ
ラ
ー
（
も

し
神
が
望
ん
だ
な
ら
ば
）」
と
い

う
言
葉
は
、
人
間
の
力
の
限
界
や

偶
然
性
を
重
視
し
て
い
る
。

　
私
た
ち
も
、
も
う
少
し
、
イ
ン

シ
ャ
・
ア
ッ
ラ
ー
の
精
神
を
取
り

入
れ
た
ほ
う
が
、
楽
に
生
き
ら
れ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
30
歳
代
後
半
男
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
患
者
は
右
膝
疼
痛
の
た
め
本

件
医
療
機
関
を
受
診
し
、
Ｍ
Ｒ

Ｉ
検
査
で
右
膝
後
十
字
靭
帯
断

裂
の
所
見
が
あ
っ
た
た
め
、
関

節
鏡
視
下
で
半
腱
様
筋
腱
お
よ

び
薄
筋
腱
を
移
植
す
る
後
十
字

靭
帯
再
建
術
を
受
け
た
。
術

中
、
主
に
シ
ェ
ー
バ
ー
を
用
い

て
脛
骨
側
の
後
十
字
靭
帯
付
着

部
の
郭
清
・
デ
ブ
リ
メ
ン
ト
が

行
わ
れ
た
が
、
執
刀
医
ら
は

シ
ェ
ー
バ
ー
の
使
用
時
に
出
血

を
確
認
し
た
。し
か
し
、シ
ェ
ー

思
わ
れ
る
出
血
を
認
め
た
が
、

手
術
手
技
上
、
膝
窩
動
脈
な
ど

の
主
要
血
管
を
傷
つ
け
た
可
能

性
は
な
か
っ
た
と
し
、
5
分
間

の
圧
迫
止
血
後
、
皮
下
、
皮
膚

縫
合
を
行
い
閉
創
し
手
術
終
了

し
た
と
の
記
載
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
術
後
直
後
か
ら
右

足
関
節
、
足
趾
運
動
の
低
下
、

バ
ー
は
関
節
鏡
の
視
野
内
で
使

用
し
、
関
節
包
を
超
え
て
操
作

し
な
か
っ
た
と
の
こ
と
だ
っ

た
。
そ
の
後
、
手
術
閉
創
直
前

に
タ
ニ
ケ
ッ
ト
を
解
放
す
る
と

関
節
鏡
視
の
ポ
ー
タ
ル
の
創
か

ら
吹
く
ほ
ど
の
出
血
が
あ
っ
た

た
め
、
手
術
助
手
を
務
め
た
担

当
医
は
血
管
損
傷
の
可
能
性
を

疑
い
創
の
開
放
・
確
認
を
提
案

し
た
が
、
執
刀
医
は
「
神
経
血

管
損
傷
は
し
て
い
な
い
」
と
の

見
解
を
示
し
て
経
過
観
察
と
し

た
。
な
お
、
手
術
記
録
で
は
後

内
側
ポ
ー
タ
ル
か
ら
静
脈
性
と

関
節
鏡
手
術
で
神
経
血
管
損
傷

原
因
究
明
せ
ず
大
腿
切
断
に
至
っ
た
事
例

医
師
医
師
がが
選
ん
だ

選
ん
だ

医
事
紛
争
事
例
195

人
生
の
多
く
は「
た
ま
た
ま
」に
左
右
さ
れ
る

経
・
動
脈
縫
合
術
を
実
施
し

た
。
ま
た
、
膝
窩
静
脈
は
血
管

壁
の
損
傷
が
あ
っ
た
た
め
修
復

し
、
膝
窩
部
は
緊
満
し
て
閉
創

で
き
な
か
っ
た
た
め
人
工
真
皮

を
貼
り
つ
け
手
術
を
終
え
た
。

翌
日
、
患
者
側
に
血
流
不
全
に

よ
る
下
肢
切
断
の
可
能
性
を
説

明
し
た
上
で
、
Ａ
医
療
機
関
に

転
院
と
な
っ
た
。

受
診
が
必
要
と
判
断
し
た
場

合
、
リ
フ
ィ
ル
処
方
箋
の
発
行

を
断
る
こ
と
は
施
設
基
準
上
問

題
あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
説
明
し
て
も
患
者
が

納
得
し
な
い
場
合
は
、
受
診
の

間
に
病
状
が
変
化
し
た
場
合
の

責
任
が
取
れ
な
い
こ
と
を
理
由

に
「
信
頼
関
係
が
築
け
な
い
」

と
し
て
他
医
受
診
へ
の
変
更
を

勧
め
て
も
医
師
法
第
19
条
の
違

反
に
は
当
た
り
ま
せ
ん
。

金
融
共
済
委
員
会

（
3
／
19
）の
開
催
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
3
件
、
加
入
1
件
を
審

査
し
可
決
し
ま
し
た
。

②
融
資
諮
問
分
科
会

　
今
回
は
案
件
な
し
。

ケ
ッ
ト
使
用
、
水
圧
ポ
ン
プ
の

使
用
に
よ
る
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン

ト
症
候
群
を
考
え
、
1
日
経
過

を
見
た
が
改
善
さ
れ
な
か
っ

た
。
術
後
2
日
後
に
は
、
Ｍ
Ｒ

Ｉ
検
査
に
て
右
膝
窩
部
に
血
腫

を
認
め
た
た
め
、
緊
急
手
術
を

行
っ
た
。
手
術
で
は
筋
膜
を
切

開
し
た
際
に
大
量
の
血
腫
が
噴

出
し
、
内
部
を
探
索
す
る
と
新

鮮
な
出
血
を
認
め
た
た
め
、
タ

ニ
ケ
ッ
ト
で
止
血
し
た
と
こ
ろ

膝
窩
動
脈
の
完
全
断
裂
お
よ
び

膝
窩
部
で
の
神
経
断
裂
を
認
め

た
。
断
裂
部
は
鋭
利
な
切
断
で

は
な
く
さ
さ
く
れ
立
ち
様
で
あ

り
、
断
端
部
処
理
の
上
、
神

大
腿
部
切
断
に
至
っ
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
と
し
て
、
過
誤

を
認
め
る
見
解
を
示
し
た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

1
年
1
カ
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
後
十
字
靭
帯
損
傷
に
対
す
る

手
術
適
応
、
手
技
等
の
手
術
経

過
で
特
に
問
題
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
本
件
医
療
機
関
も
認

め
て
い
る
よ
う
に
、
手
術
閉
創

直
前
に
関
節
鏡
視
の
ポ
ー
タ
ル

の
創
か
ら
出
血
を
認
め
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
執
刀
医
が

神
経
血
管
損
傷
の
可
能
性
を
否

定
し
助
手
の
医
師
も
そ
れ
に
同

意
し
て
閉
創
し
た
。
仮
に
、
そ

の
時
点
で
造
影
Ｃ
Ｔ
等
の
検
査

を
実
施
し
血
管
損
傷
を
確
認
で

き
て
い
れ
ば
、
も
っ
と
早
い
段

階
で
再
手
術
に
踏
み
切
る
こ
と

が
で
き
、
血
行
再
建
に
よ
り
大

腿
部
の
切
断
を
回
避
で
き
た
可

能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
の

点
で
医
師
の
判
断
に
注
意
義
務

違
反
が
問
わ
れ
て
も
仕
方
が
な

い
と
考
え
る
。

〈
結
果
〉

　
医
療
機
関
側
は
過
誤
を
認

め
、
賠
償
金
を
支
払
い
示
談
し

た
。

第３回 医療安全講習会

医療 A I 技術の普及と医療水準
日　時 5月31日（土） 16時～17時30分
場　所  京都府保険医協会・会議室＋ウェブ
講　 師   創価大学法学部講師　船橋 亜希子 氏
講師コメント
　新しい医療技術、特に医療ＡＩ技術の普及
は、医師の法的責任にどのような影響をもた
らすのでしょうか。医療過誤裁判で過失の有
無の判断に用いられる重要な基準である「医
療水準」に焦点を当て、医療過誤に関する基
本的な法的知識についてもお話しします。

下
腿
以
遠
の
知
覚
低
下
が
あ

り
、
翌
日
に
は
右
足
趾
の
運

動
・
感
覚
低
下
が
あ
り
、
指
先

は
感
覚
消
失
し
て
い
た
。
さ
ら

に
、
下
腿
以
遠
の
腫
脹
も
あ

り
、
担
当
医
は
関
節
鏡
手
術
に

よ
る
出
血
、
長
時
間
の
タ
ニ

　
本
件
手
術
約
3
週
間
後
に

は
、
右
下
肢
血
行
障
害
な
ど
の

改
善
の
た
め
、
血
管
・
神
経
剥

離
、
神
経
移
植
術
な
ど
が
実
施

さ
れ
、
ヒ
ラ
メ
筋
の
筋
壊
死
が

一
部
見
ら
れ
た
。
術
後
約
4
週

間
後
に
は
創
よ
り
排
膿
が
生

じ
、
膿
瘍
と
高
熱
が
続
い
た
た

め
病
巣
切
除
や
持
続
洗
浄
術
が

施
行
さ
れ
た
が
、
改
善
が
得
ら

れ
ず
、
術
後
約
7
週
間
後
に
右

大
腿
切
除
術
（
大
腿
1
／
2
以

下
）
が
行
わ
れ
た
。
切
断
後
、

徐
々
に
改
善
し
、
義
肢
の
装
着

状
態
で
Ｂ
医
療
機
関
に
転
院
と

な
っ
た
。

　
患
者
側
は
手
術
に
て
骨
孔
を

開
け
る
際
の
手
術
器
具
の
操
作

に
慎
重
さ
が
欠
け
て
お
り
、
ま

た
術
後
速
や
か
に
膝
窩
動
静
脈

の
損
傷
を
発
見
し
、
8
時
間
以

内
に
血
行
再
建
を
行
う
注
意
義

務
に
違
反
し
た
た
め
、
右
大
腿

切
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
し

て
損
害
賠
償
を
求
め
た
。

　
医
療
機
関
側
は
関
節
鏡
手
術

の
閉
創
直
前
に
執
刀
医
が
神
経

血
管
損
傷
の
可
能
性
を
否
定
し

た
た
め
、
神
経
血
管
を
修
復
す

る
手
術
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
れ
、

お申込は
こちらから

2 0 2 5 年 (令和 7年) 4 月 1 0 日 第 3 1 9 1 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月10日･25日発行

原　昌平  （ジャーナリスト）
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寺
内
進
氏
（
享
年
88
、
右

京
）
1
月
31
日
ご
逝
去

　
協
会
理
事
：
1
9
8
7
年
〜

1
9
9
2
年

　
協
会
副
理
事
長
：
1
9
9
3

年
〜
1
9
9
8
年

　
協
会
監
事
：
1
9
9
9
年
〜

2
0
0
2
年

　
広
報
部
、
政
策
部
会
、
経
営

部
会
、
紛
争
処
理
部
会
を
歴
任

さ
れ
ま
し
た
。

高
橋
浩
氏
（
享
年
93
、
西

陣
）
3
月
3
日
ご
逝
去

小
谷
演
俊
氏
（
享
年
75
、
京

都
北
）
3
月
14
日
ご
逝
去

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

訃
　
報

芳
年
と
言
え
ば
「
血
み
ど

ろ
残
酷
絵
」
を
想
い
浮

か
べ
る
浮
世
絵
好
き
の
方
も
お

ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
ま
ず
、
そ

の
代
表
作
と
し
て
慶
応
2
（
1

8
6
6
）
年
か
ら
3
（
1
8
6

7
）
年
に
出
版
さ
れ
た
兄あ

に

弟で

子し

・
芳よ

し
幾い

く
と
そ
れ
ぞ
れ
14
図
ず

つ
描
い
た
分
作
の
「
英え

い

名め
い

二に
じ
ゅ
う
は
ち
し
ゅ
う

十
八
衆
句く

」（
号
は
一
魅
斎

号
）
か
ら
選
ん
で
み
る
。
題
材

は
巷
談
（
説
）
や
歌
舞
伎
等
か

ら
採
り
入
れ
て
お
り
、
特
に
芳

年
は
木
版
摺
り
の
紅
色
の
上
に

さ
ら
に
手
書
き
に
て
一
枚
一

枚
、
膠に

か
わで
艶つ

や
を
加
え
、
血ち

糊の
り
の

迫
真
性
を
増
し
て
凄せ

い
惨さ

ん
描
写
を

極
め
、
芳
幾
を
凌
駕
し
た
と
言

え
る
。
本
紙
掲
載
に
は
相
応
し

く
な
い
と
は
思
っ
た
が
、「
直な

お

助す
け

権ご
ん

兵べ

衛え

」（
図
1
）
を
あ
え

て
挙
げ
て
お
く
。
こ
れ
は
同
名

の
希
有
の
悪
人
が
登
場
す
る
鶴

屋
南
北
の
「
東
海
道
四
谷
怪

酷
嗜
好
が
よ
く
表
れ
て
い
る
作

品
で
も
あ
ろ
う
。
直
助
（
本

名
）
が
江
戸
深
川
の
医
師
・
中

島
隆
碩
家
に
て
下
男
奉
公
し
て

い
た
際
、
薬
種
の
横
領
を
隆
碩

に
暴
か
れ
た
た
め
、
中
島
一
家

を
斬
殺
し
そ
の
後
、
権
兵
衛
と

変
名
し
麹
町
の
他
店
に
住
み
込

ん
で
い
た
が
、
捕
縛
さ
れ
磔
刑

に
処
せ
ら
れ
た
実
話
の
よ
う
だ
。

芳
年
は
単
にsadistic

な
面
を
強
調
さ
れ
過
ぎ

る
嫌
い
が
あ
る
が
、
騒
乱
の
幕

末
か
ら
近
代
化
が
著
し
く
進
ん

だ
激
動
の
明
治
時
代
初
期
に
頗

す
こ
ぶ

る
時
流
に
敏
感
で
近
代
的
か
つ

反
骨
精
神
を
有
す
る
言
わ
ば

journalistic

な
視
点
を
持

ち
併
せ
た
絵
師
で

あ
っ
た
と
小
生
は

考
え
て
い
る
。
そ

れ
は
明
治
元
（
1

8
6
8
）
年
か
ら

2
（
1
8
6
9
）

年
に
出
版
さ
れ
た

い
わ
ゆ
る
見
立
絵

（
歴
史
上
の
故
事

を
同
時
代
の
人
々

が
分
か
り
や
す
い

よ
う
に
描
い
た

絵
）
で
あ
る
「
魁か

い

題だ
い
百ひ

ゃ
く

撰せ
ん
相そ

う
」
の
全

65
図
で
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。

古
今
の
英
雄
た
ち
の
名
を
借
り

て
、
官
軍
と
彰
義
隊
の
壮
絶
な

戦
い
を
弟
子
・
年と

し
景か

げ
を
連
れ
実

酷
焼
き
で
有
名
な
徳

島
の
地
と
併
せ
て
鮮

烈
な
印
象
の
図
で
あ

る
。
駿す

る
河が

、
遠と

お
と
う
み江、

三み

河か
わ
を
治
め
た
今
川

義
元
は
大
軍
を
率
い

て
信
長
を
討
た
ん
と

尾び

州し
ゅ
うに
乱
入
し
た
。

佐
久
間
大
学
は
信
長

の
命
を
受
け
、
丸ま

る
根ね

の
砦と

り
でを
守
る
が
苦
戦

の
末
、
最
期
を
抑
え

る
。
敵
の
首
を
持
つ

大
学
は
す
で
に
力
尽

き
、
呆
然
と
し
て
自
己
の
行
為

す
ら
自
覚
せ
ず
放
心
状
態
で
あ

る
と
「
霊れ

い
峰ほ

う
散さ

ん
人じ

ん
」
が
筆
記
し

て
い
る
。
英
傑
が
最
後
を
迎
え

る
の
に
相
応
し
い
上
品
な
橄か

ん
欖ら

ん

色し
ょ
くの
着
物
がB

lut
の
飛
び

散
っ
た
オ
リ
ー
ブ
カ
ラ
ー
の

手し
ゅ
じ
ゅ
つ
ぎ

術
着
に
見
え
て
く
る
の
は
外

科
医
の
端
く
れ
の
小
生
だ
け
で

あ
ろ
う
か
？

血
み
ど
ろ
絵
に
隠
さ
れ
た
悪
党
が
成
せ
る

魔
性
美
と
英
雄
た
ち
へ
の
共
感 際

の
上
野
の
山
を
走
り
廻
り
描

い
た
の
が
、
一
つ
の
証
左
で
あ

る
。
そ
の
中
で
「
佐さ

久く

間ま

大だ
い

学が
く

」（
図
2
）
は
購
入
し
た
残

武田 信巳（西京）第3幅

月
つき

岡
おか

芳
よし

年
とし

の魅力
最後の浮世絵師

談
」
か
ら
取
材
し
、
俗
に
「
皮

剥
ぎ
」
と
呼
ば
れ
、
飛
ぶ
鳥
を

落
と
す
勢
い
27
歳
の
芳
年
の
残

　診療報酬や医療制度改定は医療機関の経営に影響を及ぼし、開業＝安泰とは言
えない時代になっています。他院の工夫例を学び、今後の医院経営をご一緒に考
えましょう。

日　時   ５ 月24日（土） 16時～18時 （交流会18時15分～）
場　所  京都府保険医協会・会議室
講　演   ふくおかクリニックのマーケティング戦略

医療法人ふくおかクリニック院長　福岡 正平 氏
  ［質疑応答・意見交換］質問・自院の経験談など自由にご

発言下さい。ここでしかできない話ができるかも！？
交流会   18時15分～２時間

参加費 5,000円　隠れ酒場ともしび
（保険医協会入居ビルＢ１Ｆ）

診療経営研究会

月岡芳年「英名二十八衆
句」　直助権兵衛（号は
一魁斎）

（図1）

月岡芳年「魅題百選相」
佐久間大学（号は一魁
斎）

（図2）

お申込は
こちらから

※申込締切：
５月16日（金）

　実践形式の講習を取り入れ、楽しく・わかりやすく・ためになると毎回好評いた
だいている研修です。医療機関の勤務経験が少ない方を対象に、医療従事者に必
要な「接遇」「医療安全」「保険診療」の３分野の基礎をしっかり学んでいただけます。

1日目 5 月22日 （木） 14時～16時
●医院・診療所での接遇マナー研修 （初級）　参加費 お一人1,000円 ※当日徴収

2日目 5 月29日 （木） 14時～16時

❶  医事紛争から見た医療従事者としての心構え
❷  知っておきたい保険の基礎知識　参加費　無料

場　所  京都府保険医協会・会議室
※ 要申込。先着順。ウェブ受講はできません。

お
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込
は

こ
ち
ら
か
ら

　新しく医療機関に勤められた方の研修会診療所
対象

琵琶湖一周ハイク２ 唐崎～堅田
　琵琶湖一周ハイク第２弾は、唐崎より穴太衆積みの石垣で知られ、延暦寺の里　琵琶湖一周ハイク第２弾は、唐崎より穴太衆積みの石垣で知られ、延暦寺の里
寺が集合する宗教都市・坂本の社寺をじっくりと鑑賞し、典型的里山風景が見ら寺が集合する宗教都市・坂本の社寺をじっくりと鑑賞し、典型的里山風景が見ら
れる仰木を抜け、浮御堂などで知られる湖族の街・堅田まで山裾を辿ります。れる仰木を抜け、浮御堂などで知られる湖族の街・堅田まで山裾を辿ります。

4月20日㊐
行　程

約13km　5時間程度

JR唐崎駅～穴太廃寺跡～滋賀
院門跡～日吉大社～西教寺～仰
木～JR堅田駅

［集　合］ 9時　
JR湖西線・唐崎駅改札口

［費　用］ 無料（交通費自弁）
昼食・飲物・雨具
などは各自ご用意
下さい。

春の環境
ハイキング

※ 前日夜の時点で降水確率が
60％以上の場合は中止

お
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込
は
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　開業に向けたノウハウを詳しく・わかりやすく解説する講習会です。講師は京都では屈
指の開業支援を手掛けており、成功する開業の秘訣と開業後の運営まで実践的対策をお伝
えします。自身の開業経験からの医師の具体的なアドバイスも必聴です。最近増えている
「第三者承継」や「医療法人化」をはじめ「診療報酬改定・開業規制の影響」も解説します。
　「話だけでも聞いてみようかな…」という方のご参加もお待ちしています。

日時   5 月25日（日）
10時～13時

場所   京都府保険医協会・
会議室

参加費　 無料　
非会員5,500円
（当日入会時は無料）

新規開業を考える方の講習会

●開業を成功に導くための秘訣～押さえておくべきポイント～
廣井増生税理士事務所 所長　廣井 増生氏
● 先輩開業医からのアドバイス
医療法人植園会すぎたに内科クリニック 
院長　杉谷 義彦氏
●地区医師会への入会手続き、保険医協会

の共済制度の活用［解説］など
●個別相談(講習会終了後)
※個別相談をご希望の場合は、申込時にお知らせ下さい。
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1000人の参加者でデモ行進

政府の強引なやり方に一言

脱原発社会の実現を
“バイバイ原発”をアピール

お申込は
こちらから
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